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2008年05月14日 

公認会計士・長隆氏（東日本税理士法人）に聞く 

安房医師会病院に見る経営譲渡の難しさ 

勤務医は自治体病院の「改革プラン」の動向に注目を 

聞き手・橋本佳子（m3.com編集長） 

 この4月、経営難に陥った安房医師会病院（千葉県館山市）が、亀田総合病院などを運

営する医療法人鉄薫会の関連の社会福祉法人太陽会に譲渡され、「安房地域医療セン

ター」として再スタートを切った。医師会立病院だが、公的補助金を受けて新築した経緯

があるなど、公立病院の譲渡に近い事例。折りしも、この4月から総務省は公立病院の改

革に着手しており、本ケースから得られる教訓は多い。今回の譲渡を主導し、総務省の

「公立病院改革懇談会」の座長を務めた、公認会計士の長隆氏（東日本税理士法人）

に、話を聞いた。  

 ――譲渡直前の今年3月、県の担当者と地元医師会会

長や先生が出席した会議はかなり荒れたそうですね。 

 

 はい。既に地元の館山市長も加わった選定委員会で、

社会福祉法人太陽会（千葉県鴨川市）に安房医師会病院

（149床）を譲渡することが決まっていました。その最終段

階で、「社会福祉法人の定款変更を認めることは不適切

です」と県が言ってきたのです。法的根拠はないのです

が、戦後、済生会や日赤を除き、社会福祉法人による新

規の病院経営は認められていなかったからです。だから

「前例がない」と。後で調べてみると、前例はあったのです

が。 

 

 確かに社会福祉法人は法人税が非課税であるなど、病

院経営には有利な面があります。しかし、今回の安房医

師会病院は、8年前の新築時に、公的な補助金が投入さ
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れているため、医療法人などに譲渡することが難しかった

のです。この地域の医療を守る唯一の方策が太陽会への譲渡であり、県知事にも事前

に相談をしていました。後述しますが、3月末が譲渡のギリギリのタイミングでしたから、

太陽会への譲渡以外に選択肢はなかったのです。それなのに、県の担当役人は認めな

いという態度だったので、「この南房総地域の医療を崩壊させた張本人は県である、と記

者会見する」と啖呵（たんか）を切りました。結局は、その場で、定款申請の書類を受理し

てもらいました。 

 

 ――そもそも今回、どんな経緯で安房医師会病院が経営難に陥り、譲渡に至ったので

しょうか。 

 

 安房医師会病院は、1964年の開設であり、医師会立病院としては歴史があり、約8年前

に新築移転しました。その費用は約50億円で、千葉県と館山市からそれぞれ10億円、国

から3億円、計23億円の補助金を受けています。2次救急医療や小児医療などの不採算

医療を行うことが条件でした。土地は館山市の無償貸与です。  

 

 2003年度までは黒字だったのですが、2004年を境に急速に経営が悪化しました。医業

収益は、2004年度が約39億円、2005年度約38億円、2006年度約33億円と年々減少、当

期純利益も2004年度はマイナス約9300万円、2005年度がマイナス約2億3000万円、2006

年度がマイナス約2億9600万円という状況でした。。  

 

 医師は千葉大に頼っていたのですが、2004年の卒後臨床研修の必修化で、引き揚げ

があり医師不足に陥ったのが経営悪化の一番の原因です。看護師の集団退職などもあ

りました。2006年秋には一病棟を閉鎖しています。  

 

 ――先生は、2007年9月に発足した同病院の「経営改革委員会」の委員長を務められ

ましたが、打診があったのはいつごろですか。  

 

 2007年9月のことです。安房医師会の会長から直接電話がありました。当時、借入金

が、短期と長期を合わせて約10億円あり、現会長、前会長、前副会長の3人の医師の個

人保証になっていました。このまま倒産すれば、この3人が10億円の債務を負う危険があ

ったわけです。  

 

 病床稼働率は50数％、外来は紹介制を取っていましたので1日200人程度でした。「医

師さえ確保できれば」と考えていたようですが、そのめどが立たず、行き詰っていたので

す。 

 

 経営改革委員会のメンバー選定は一任されたため、可能な限り「関係者以外」、つまり

千葉県、医師会、千葉大学などを除いて選びました。聖マリアンナ医科大学理事長の明

石勝也氏、東海大学脳神経外科教授の松前光紀氏、この3月まで沖縄県の北部地区医

師会病院院長だった高芝潔氏のほか、県の病院局長、安房医師会長、私の計6人です。

こうしたメンバーにしたのは、この地域の医療がどうあるべきかを利害関係なく、公正な

目で議論してもらうためです。議論はすべてオープンでやりました。   

 

 ――最終的に「病院の譲渡」という方向性を打ち出した理由は。   
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 私自身、この地域の医療事情を知る前は、同じ安房医療圏に亀田総合病院があるた

め、「廃止という選択肢もあるのでは」と考えていました。しかし、この病院がなくなると、2

次救急を必要とする患者は、車で1時間弱かかる亀田総合病院まで行かなくてはいけな

いことなどから、やはり2次救急医療を担う病院が必要だという議論になりました。その

上、廃止であれば、補助金や借入金の返済なども問題になるという事情もありました。   

 

 最終的に、2007年12月にまとめた答申では、(1)責任と権限が不明確である、（2）合議

制のため意思決定が遅く、急激な時代の変化に対応できない。（3）医師会長と病院長の

2つの指示系統による混乱した状況である、（4）経営と運営が分離しているため、運営し

ている現場の意見が経営層に反映されていない、（5）安房医師会病院の経営に非協力

的な医師会員の存在が、他の協力的な医師会員のモチベーションまで下げてしまう、（6）

医師・看護師の確保ができないため、経営不振に陥っている（人材育成能力の限界）、と

いう理由を挙げ、短期間に思い切った改革を断行しない限り、財政的破綻があり得るとし

ました。その上で、「第三者に経営譲渡することが必要である」との結論になりました。   

 

 譲渡の際には、職員に退職金を支払う必要があるわけですが、手持ちの現金・預貯金

は徐々に減少しており、退職金を支払って譲渡できるギリギリのタイミングが2008年3月

末でした。この時点での残高は約5億円と見込んでいました。   

 

 ――公募したところ、手を上げたのは太陽会のみだったわけですね。   

 

 はい。公募は昨年末から今年初めにかけて行いました。亀田総合病院などを運営する

医療法人鉄薫会が本来なら譲渡先になるのが妥当でしょうが、そこで問題になったの

が、新築移転時の、補助金の扱いです。補助金の返還条件などは明記されていなかった

のですが、そもそも補助金交付の際に、「病院の譲渡」という事態は想定していないわけ

です。ただ、民間の医療法人に補助金で建設した病院を譲渡すれば、場合によっては住

民訴訟が起きる可能性も否定できない。でも3月は迫っている。   

 

 そこで、関連の社会福祉法人太陽会への譲渡となったわけです。経営改革委員会のメ

ンバーと館山市長で構成する選定委員会で決定しました。条件は無償譲渡（貸与）です。 

 

 

 ところが、最終局面になって、県が「社会福祉法人の定款変更は認めない」となったの

で、冒頭のような顛末になったのです。   

 

 ――病院の譲渡といっても、受け手が見つかるか、さらには受け手が見つかっても様々

が制度的な制約があり、スムーズには運ばないことが多いわけですね。そもそも改革方

針が容易には決まらないという問題もありますが。   

 

 譲渡という方針がスムーズに決まったのは、前述のように、利害関係者を排除した委員

会で議論したからです。またこうした委員会には、「住民も入れるべき」という意見もありま

すが、私は入れなくてもいいと思います。医療提供体制がどうあるべきか、病院を存続さ

せるべきか否かといった議論は、高度に専門的なものです。住民の声を聞くのであれば、

議会に諮ればいいわけです。   
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 また何らかの方針を決定する際には、意思決定機関を一本化すべきです。そもそも安

房医師会には、「医師会理事会」と「病院理事会」の2つがあり、これが責任者不在の経

営の一因でした。行政が、経営改革に口を挟んでくる場面もありました。   

 

 さらに言えば、行政には公立病院の改革を行う際には、誰のために行うのか、その原

点を考えていただきたいですね。今回の場合、県が定款変更を認めなかったら、病院は

経営破たんしていた可能性が高いのですから。もちろん、改革は地域住民のために行う

ものです。   

 

 ――これから自治体病院改革の動きが本格化します。そこに勤務する医師をはじめと

する医療従事者にメッセージがあれば、お願いします。   

 

 公立病院からの医師撤退などのニュースも流れますが、開業しても苦労が多いのは事

実です。鹿児島の県立病院をはじめ、公務員の職務専念義務規定を外し、既にフレキシ

ブルな勤務体制を導入するなど、改革に成功している事例もあります。だから「あきらめ

ないでください」と申し上げたいと思います。 

 

 総務省は昨年、「公立病院改革ガイドライン」を作成、それを基に現在、各公立病院は

「改革プラン」の策定を進めています。6月には総務省が全国の取り組み状況を公表する

予定です。9月ごろには改革プランが出揃う見込みになっています。役割、ビジョンを明確

化している公立病院は生き残るでしょう。どんなプランが出るか、それを待って今後の進

路を決めてもいいもではないでしょうか。  

このニュースに対する意見・感想（医師専用掲示板）  
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